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・みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会報告 

  １．プラン改訂版（案）について 

  ２．プラン改訂版制定後の市等の取り組みに対して 

  ３．パブリックコメントに対する市の考え方に対して 

  ４．みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会委員名簿 

・みうら男女共同参画プラン改定版策定委員会設置要綱 

・三浦市男女共同参画社会形成推進会議設置規程 

・三浦市審議会等への女性登用推進指針 

・男女共同参画社会基本法 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

・男女共同参画に関するアンケート結果の概要 

 

 

 

 

 

 



はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 平成１２年３月に制定された「みうら男女共同参画プラン」は、地球規模での運

動が背景にあり、日本も国をあげて取り組みました。各自治体が地域の状況に応じ

て固有のプランを策定することとなり、三浦市も策定したものです。 

 

この度、計画期間満了に伴う改定が必要となり、本委員会での協議がなされまし

た。 

 制定から現在に至る間に、市民が一体となって様々な取り組みを多方面で行なっ

てきました。それらの施策が地域社会へ浸透し、市民の意識に変化が生まれている

事が、この度実施された市民アンケートから読み取れます。 

一方では、夫婦や親しい男女間での暴力による問題が顕在化され、特異な事例と

して放置できるものではない状況にあります。また、従来から問題視されてきた、

性別による役割分担意識など性別による差別意識は全廃されたとはいえない状況

です。 

 

 日本には地域に伝承される様々な文化的活動等において、男女それぞれが象徴的

な役割を果たしてきた歴史があります。それは、現代の地域活動にも同様な継承が

みうけられ、地域活動においても男女が効果的な役割を担っています。お互いの立

場を尊重し、それぞれが地域との接点を有して地域とつながり、孤立などが生まれ

ることのないまちづくりを行なってきました。三浦市は、半島という地域性から、

これらの良好な地域関係が継承された人情味溢れる地域交流の存在するまちとい

えます。これらの地域性を生かした取組みによる市民の一体感醸成を進めることは、

他都市では真似のできない有効な仕組みであるといえるでしょう。プランが目指す

「意識改革」は一人ひとりの市民が地域の中で意識していくことが必要なのです。 

 

 このプランが、三浦市の地域に根ざした、三浦型男女共同参画社会の実現を目指

した実効あるものとして活用され、市民の中に「意識改革」が浸透することを心よ

り望みます。 

 当委員会にて協議・検討を行った内容を沿えて報告します。 

 

平成２３年３月１６日 

 

 

みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会 

委員長  川﨑 喜正 －４０－ 



１．１．１．１．    プラン改訂版プラン改訂版プラン改訂版プラン改訂版（案）（案）（案）（案）についてについてについてについて    

 

 みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会設置要綱に基づき、このプランが三浦市の男女共同参画社会の実現に資するものとなるよう協議し、検討しました。 
  ＜委員会開催状況＞      第 1回    平成 23年 1月 24日（月）      第 2回    平成 23年 2月 15日（火）      第 3回    平成 23年 3月 14日（金）      第 4回    平成 23年 3月 16日（木） 
  事務局から提示されたプラン改訂版（案）は、平成２１年度において市役所庁内に設置した「みうら男女共同参画プラン改訂版骨子案策定プロジェクトチーム」において骨子案を策定したものでありました。この骨子案策定にあたっては、「男女共同参画に関するアンケート」を実施し市民の意識調査を反映したものであります。また、国や県、近隣市町と連携し本市に適した内容を調整したものとのことでありました。  当委員会で協議、議論した結果は、プラン改訂版（最終案）に概ね反映されたものであります。当委員会で出された主な意見は以下のとおりです。 
 ・ 男女共同参画というけれども、こんなことやらないといけないのかなって思います。結構みんな平等に、特に三浦っていうのは一次産業が多いですよね。一次産業ってどっちかというと男も女も同じ労働者ではないですか。ある意味では、同等に仕事していますよね。農家は、旦那だけじゃなくて奥さんも同じように畑へ行って同じことをやって、漁師だって同じように、沖には行かないまでも、中には沖に行く人もいる。一般の会社員の家庭と違って同等の労働をやりますよね。だからそういった意味では一次産業のところは、特に職業の部分は、あまり差はないようですね。 
 ・ 男女参画で、女性の方ばかりひいきしているようにとれるけど、今の時代、ネグレクト（育児放棄）で放棄されて、男性だけが子育てをするケースもある、結構、それこそ逆に、セクシャルハラスメントとか性的嫌がらせとかではなく、精神的嫌がらせを女性から男性がいじめられている場面もある時代になりつつあるのですよ。だから、そういうのを男女参画でもっと男性の方も、入れてもらってもいいかと思います。 
 ・ 昔から男女同権とか同等とかいいますよね、しかし、本来は同等という発想はあり得ないですよ、体格も違うし、身体の構造も違うし、ただし、権利は同等なのですよ。 
 ・ 第４次三浦市総合計画の、いつ策定されてその計画期間は何年から何年までか記載があ－４１－ 



ったほうが良いのではないか。 
 ・ 例えば、世帯主が男女逆になるとか、そういうことは制度上用意されているのです。発想的に貧困かもしれないですがそういうのも男女共同参画ですよね。話し合いの上でどちらが担うか決めていけばよいということだと思います。 
 

・ 今の三浦市にも、男女両方が助け合ってみんなでいくっていう社会があります。親戚だけじゃなくても、地区の社会の中でつながりが生まれていたりします。こういうのも、こう田舎の一つの属性で良い例なのではないかなって気がするのですよ 
 

・ 三浦市の住んでいる方の男女の考え方っていうのが、もう少し他市とは違う、独特なものが三浦市ってあると思うのですよ。だから、そこのところも少し取り入れてくれたらなと思うところもありますね。例えば、農家や漁家は男女のわけ隔てなく働くことで家業が成り立ってきた歴史があり、それが三浦市の基幹産業を支えているのだから、三浦の地域性も取り入れたらどうでしょうか。 
 

・ 文章表現について、幅広い世代が活用するものなのでわかりやすく、誤解を生じないよう配慮してください。 
 

２．２．２．２．    プラン改訂版制定後の市等の取り組みに対してプラン改訂版制定後の市等の取り組みに対してプラン改訂版制定後の市等の取り組みに対してプラン改訂版制定後の市等の取り組みに対して    

 

 プラン改訂版を実効あるものとするためには、制定後の各取組み目標の進行管理が重要となるでしょう。当委員会では、プランの内容を議論する過程で、将来の進行管理に関する意見が多く出されました。 特に、第 4次総合計画の実施計画との整合性を高める等により、プラン改訂版を形骸化することが無いよう進行管理に努めていただきたい。当委員会で出された主な意見は以下のとおりです。 
 ・ 防災会議委員に女性が登用されていないということですが、災害対策や防災の現場に女性の視点が生かされてないことは大きな問題です。防災という分野なのでどうしても消防関係ですとか警察関係とか男性委員の方が多くなってくるのかなと思うところですが、そうした場面に女性登用してもらいたいと思います。 
 ・ 市民が意識改革をできるように各施策において、プランが実効あるものとして生きるように進行管理してもらいたい。 
 ・ 女性が働くということは、収入を得るということですから、言ってみれば国民の総所得－４２－ 



が上がるということにつながることなので、経済的に良いのではないかと思います。 
 ・ 女の人が進出しない・するというのは、やっぱり家庭で協力できるかによります。そういうのが無ければやっぱり女の人は出て行かれないですよね。男性もそうですが、今までの男性社会は、奥さんが協力してきたからできたということを理解するべきです。 
 ・ 各種委員についても会長等へのあて職ばかりでしょうがないにしても、できるだけいろんなところに女性が入るような余地や、その機会を作っていただけるといいですね。ぜひ、行政も働きかけをしてください。 
 

３．３．３．３．    パブリックコメントに対パブリックコメントに対パブリックコメントに対パブリックコメントに対する市の考え方に対してする市の考え方に対してする市の考え方に対してする市の考え方に対して    

 

 この度、市が実施した当プラン改訂版に関するパブリックコメント手続きにより意見が提出されました。この意見に対しての市の考え方を当委員会に提示され、その内容について、議論を行ないました。全体として、当プランが法定計画として取り組んでいること、必要な計画であるということを伝えることが好ましいという意見が多数ありました。  当委員会で出された主な意見は以下のとおりです。 
 

・ 男女共同参画のためのプラン作りというのは、背景に法律が既にあります、それに基づく計画というところで、やましい事はないだろうし、当然作らなければいけない計画を作っているというのが一つあるのかなと思います。ここまで相手の考えを「ご指摘のとおり」みたいな形で受けてしまっていいのかなと思います。法定であるという毅然とした態度が必要なのでは。 
 

・ 女性がもっと社会に出るためには、その社会の仕組みはどうなればよいのか。そういったことを踏まえて、もうちょっと、ご指摘ではなく違う受け方ができないかなというのが感想です。  
 

・ 意見の方で行政が社会に介入することではないって言っていますが、今までは法は家庭に入らずということでＤＶも夫婦喧嘩の延長線上で捉えられて、夫婦間の問題ということで法律が規制したり警察官が間に入ったりはなかったのですが、ＤＶ防止法が出来てそうではなくて、きちんとした女性に対する暴力なんだと、警察も介入し法律で支えていくことを決めていますし、そのあたりの考え方を示すべきかと思います。 
 

・ 明確な回答を、やっぱり市としても出すのかなという感じがします。 
 

・ パブリックコメントを、これをプランの中にいかすかどうかというのはひとつここで－４３－ 



確認しておいた方がいいのかなと。きちっと今度は改訂版ということだからそこらへんはきちっとされた上で、ただご意見は拝聴いたしましたということを明解に対応されたい。 
 

 

役職 氏   名 所属・役職名 

委員長 川 﨑 喜 正 三浦市社会福祉協議会 会長 

副委員長 金 沢 敬 子 三浦市立剣崎小学校総括教論 

委員 山 田 フジヱ 三浦市地域婦人団体連絡協議会 会長 

委員 小 池 博 政 三浦商工会議所 事務局長 

委員 出 口 正 雄 三浦市青少年指導員連絡協議会 会長 

委員 坂 井 正 美 
神奈川県立かながわ女性センター 

参画推進課長 

委員 竹 内 次 親 三浦市 行政管理部長 

委員 石 渡 秀 朗 三浦市 教育部長 

委員 井 森   悟 三浦市 保健福祉部長 

委員 若 澤 美 義 三浦市 経済振興部長 

 

 

       

４．４．４．４．    みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会みうら男女共同参画プラン改訂版策定委員会委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

－４４－ 



みうら男女共同参画プラン改定版策定委員会設置要綱 （趣旨） 第１条 この要綱は、みうら男女共同参画プラン改定版策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。  （所掌事項） 第２条 委員会は、みうら男女共同参画プランの改定に際し、当該プランの内容が男女共同参画社会の実現に資するものとなるよう協議し、及び検討するものとする。  （組織） 第３条 委員会は、次に掲げる委員１０人以内をもって組織する。  ⑴ 知識経験を有する者  ⑵ 公共的団体等が推薦する者  ⑶ 神奈川県職員  ⑷ 市職員  （委員長及び副委員長） 第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 ２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 （会議） 第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 ２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 （意見の聴取） 第６条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 （庶務） 第７条 委員会の庶務は、市民協働部協働推進課において処理する。 （委任） 第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。    附 則 （施行期日） １ この告示は、公表の日から施行する。 （みうら女性プラン策定委員会設置要綱の廃止） ２ みうら女性プラン策定委員会設置要綱（平成１１年三浦市告示第２９号）は、廃止する。 （会議の招集の特例） ３ この告示により最初に招集される委員会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。  （失効） －４５－ 



４ この告示は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 －４６－ 



三浦市男女共同参画社会形成推進会議設置規程 （趣旨） 第１条 この規程は、本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の 総合的かつ効果的な推進を図るため三浦市男女共同参画社会形成推進会議（以下「推進会議」という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 （所掌事務） 第２条 推進会議は次の事項を所掌する。  ⑴ 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の啓発及び推進活動に関すること。  ⑵ 男女共同参画社会の形成の促進に関する調査、研究、協議、情報交換及び連絡調整に関すること。  ⑶ その他男女共同参画社会の形成の促進に関する必要な事項。  （組織） 第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。  （会長及び副会長） 第４条 会長には市民協働室長を副会長には市民協働室協働担当課長を持って充てる。 ２ 会長は、推進会議の会務を総理し推進会議を代表する。 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  （委員） 第５条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 ２ 会長は、前項に掲げる者のほか必要に応じ、関係職員を推進会議に出席させる ことができる。   （会議） 第６条 推進会議は会長が招集し、その議長となる。 ２ 推進会議は、必要に応じ開催するものとし、会長が必要と認めるときは、会長 が指名した委員による会議を開催することができる。  （庶務） 第７条 推進会議の庶務は、市民協働室において処理する。  （委任） 第８条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会 長が推進会議に諮って定める。     附則    この規程は、平成１０年１１月１日から施行する。     附則    この規程は、平成１１年４月１日から施行する。     附則    この規程は、平成１２年４月１日から施行する。     附則 －４７－ 



   この規程は、平成１２年１０月１日から施行する     附則    この規程は、平成１３年７月１日から施行する。     附則    この規程は、平成１５年４月１日から施行する。     附則    この規程は、平成１６年４月１日から施行する。     附則    この規程は、平成１８年４月１日から施行する。     附則    この規定は、平成２３年４月１日から施行する。 
 別表（第５条関係） 政策経営部政策経営課長 行政管理部人事課長 政策経営部財政課長 保健福祉部福祉課長 保健福祉部子育て支援課長 保健福祉部高齢介護課長 保健福祉部健康づくり課長 保健福祉部保険年金課長 経済振興部営業開発課長 経済振興部商工観光課長 経済振興部農産課長 経済振興部水産課長 都市部計画整備課長 環境部環境課長 水道部営業課長 市立病院事務局次長 消防本部庶務課長 教育部総務課長 教育部学校教育課長 教育部生涯学習課長 会計課・議会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局・選挙管理委員会事務局のうちから代表１人 
 

 －４８－ 



三浦市審議会等への女性登用推進指針 （趣旨） 第１条 この指針は、みうら男女共同参画プランに基づき、市の審議会等への女性登用の積 極的な推進に関し必要な事項を定める。 （対象） 第２条 この指針で、審議会等とは法律あるいは条例により設置された付属機関及び規則・ 要綱等に基づき設置された審議会、委員会、協議会等をいう。 （目標） 第３条 一審議会等の女性委員構成比率を概ね３０％以上とすることを当面の目標とする が、最終目標は男女ほぼ同数で審議会等が構成されるよう努力するものとする。 （選任事務） 第４条 三浦市事務決裁規則に規定する部長及び事務局長、監査委員事務局長、農業委員会 事務局長、選挙管理委員会事務局長（以下「部長等」という。）は、その所管する審 議会等委員の選任事務に当たっては、前条の目標が達成できるよう、次の各号に掲げ る事項に配慮し、積極に取り組むものとする。 （１） 女性委員のいない審議会等への女性の登用を促進すること。 （２） 学識経験を有する委員については、女性の人材把握に努め、女性の登用を推進す る配慮をすること。 （３） 団体代表の委員の推薦に当たっては、他薦と重複委員を避けるため団体の長の役 職者に限定せず、女性の推薦について協力を求めること。 （４） 新たに設置する審議会等に当たっては、女性の委員の割合を、前条に規定する目標数値 以上にあるよう努めること。 （促進） 第５条 部長等は、毎年度当初に、その所管する審議会等の前年度における女性の委員の登用 状況を、この指針を所管する部長（以下「所管部長」）に報告する。 ２ 所管部長は、報告された内容について、第３条の目標達成のため、部長等に必要な要請を図るものとする。 （その他） 第６条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が定める。 附則  この指針は、平成１３年１０月１日から施行する。 
 

 

 

 

 －４９－ 



男女共同参画社会基本法   発令  ：平成11年6月23日号外法律第78号  最終改正：平成11年12月22日法律第160号  改正内容：平成11年12月22日法律第160号［平成13年1月6日］  ○男女共同参画社会基本法 〔平成十一年六月二十三日号外法律第七十八号〕 〔総理大臣署名〕 〔沿革〕 男女共同参画社会基本法をここに公布する。 男女共同参画社会基本法 目次 前文 第一章 総則（第一条―第十二条） 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 附則 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 第一章 総則 （目的） 第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男－５０－ 



女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 （定義） 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 （男女の人権の尊重） 第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 （社会における制度又は慣行についての配慮） 第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 （政策等の立案及び決定への共同参画） 第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 （国際的協調） 第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 （国の責務） －５１－ 



第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 （地方公共団体の責務） 第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 （国民の責務） 第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 （法制上の措置等） 第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 （年次報告等） 第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 ２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 （男女共同参画基本計画） 第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 ２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 ３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 ４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。 ５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 （都道府県男女共同参画計画等） 第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県－５２－ 



男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 ２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 ３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 ４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 （施策の策定等に当たっての配慮） 第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 （国民の理解を深めるための措置） 第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。 （苦情の処理等） 第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 （調査研究） 第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 （国際的協調のための措置） 第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 （地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 －５３－ 



第三章 男女共同参画会議 （設置） 第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 （所掌事務） 第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 （組織） 第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 （議長） 第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 ２ 議長は、会務を総理する。 （議員） 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 ２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 ３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。 ４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 （議員の任期） 第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 ２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 （資料提出の要求等） 第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 －５４－ 



２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 （政令への委任） 第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 （施行期日） 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 （経過措置） 第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 ２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 ３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 （総理府設置法の一部改正） 第四条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕 （施行期日） 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日〔平成一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 （委員等の任期に関する経過措置） －５５－ 



第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 一～十 〔略〕 十一 男女共同参画審議会 十二～五十八 〔略〕 （別に定める経過措置） 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 （施行期日） 第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。〔後略〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 －５６－ 



雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 （昭和四十七年七月一日法律第百十三号） 
 

 最終改正：平成二〇年五月二日法律第二六号 
 

  第一章 総則（第一条―第四条）   第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等    第一節 性別を理由とする差別の禁止等（第五条―第十条）    第二節 事業主の講ずべき措置（第十一条―第十三条）    第三節 事業主に対する国の援助（第十四条）   第三章 紛争の解決    第一節 紛争の解決の援助（第十五条―第十七条）    第二節 調停（第十八条―第二十七条）   第四章 雑則（第二十八条―第三十二条）   第五章 罰則（第三十三条）   附則  
    第一章 総則  （目的）  第一条  この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。  （基本的理念）  第二条  この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。  ２  事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。  （啓発活動）  第三条  国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。  （男女雇用機会均等対策基本方針）  第四条  厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるもの－５７－ 



とする。  ２  男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。  一  男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項  二  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項  ３  男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。  ４  厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。  ５  厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。  ６  前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。     第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等      第一節 性別を理由とする差別の禁止等  （性別を理由とする差別の禁止）  第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。  第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。  一  労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練  二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの  三  労働者の職種及び雇用形態の変更  四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新  （性別以外の事由を要件とする措置）  第七条  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。  （女性労働者に係る措置に関する特例）  第八条  前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。  （婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）  第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定－５８－ 



する定めをしてはならない。  ２  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。  ３  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 （昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。  ４  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。  （指針）  第十条  厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。  ２  第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。      第二節 事業主の講ずべき措置  （職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）  第十一条  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。  ２  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。  ３  第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。  （妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）  第十二条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法 （昭和四十年法律第百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。  第十三条  事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。  ２  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。  －５９－ 



３  第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。      第三節 事業主に対する国の援助  第十四条  国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。  一  その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析  二  前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成  三  前号の計画で定める措置の実施  四  前三号の措置を実施するために必要な体制の整備  五  前各号の措置の実施状況の開示    第三章 紛争の解決      第一節 紛争の解決の援助  （苦情の自主的解決）  第十五条  事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。  （紛争の解決の促進に関する特例）  第十六条  第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 （平成十三年法律第百十二号）第四条 、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。  （紛争の解決の援助）  第十七条  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。  ２  事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。      第二節 調停  （調停の委任）  第十八条  都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除く。）について、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方－６０－ 



から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項 の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。  ２  前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。  （調停）  第十九条  前条第一項の規定に基づく調停（以下この節において「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。  ２  調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。  第二十条  委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。  ２  委員会は、第十一条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。  第二十一条  委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。  第二十二条  委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。  第二十三条  委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。  ２  委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。  （時効の中断）  第二十四条  前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。  （訴訟手続の中止）  第二十五条  第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。  一  当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。  二  前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。  －６１－ 



２  受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。  ３  第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。  （資料提供の要求等）  第二十六条  委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。  （厚生労働省令への委任）  第二十七条  この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。     第四章 雑則  （調査等）  第二十八条  厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。  ２  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。  ３  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。  （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  第二十九条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。  ２  前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。  （公表）  第三十条  厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。  （船員に関する特例）  第三十一条  船員職業安定法 （昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項 に規定する船員及び同項 に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十一条第二項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十二条及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法 （昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条－６２－ 



第二項 の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法 （昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項 又は第二項 の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。  ２  前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。  ３  前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。  ４  調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。  ５  第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。  （適用除外）  第三十二条  第二章第一節及び第三節、前章、第二十九条並びに第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節の規定は、一般職の国家公務員（特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 （昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第四号 の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法 （昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法 （昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法 （昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項 に規定する隊員に関しては適用しない。      第五章 罰則  第三十三条  第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。     附 則 抄  （施行期日） １  この法律は、公布の日から施行する。     附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）  １  この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。  ２  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措－６３－ 



置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。     附 則 （昭和六〇年六月一日法律第四五号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。  （その他の経過措置の政令への委任） 第十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。  （検討） 第二十条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。     附 則 （平成三年五月一五日法律第七六号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。     附 則 （平成七年六月九日法律第一〇七号） 抄   （施行期日） 第一条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。  （雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 第九条  この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。  ２  この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十四条に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を労働大臣に行い、労働大臣が当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。     附 則 （平成九年六月一八日法律第九二号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一  第一条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第三条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第五条、第六条、第七条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第六条、第七条、－６４－ 



第十条及び第十四条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日  二  第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定（「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。）、同法第二十七条の改正規定（「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。）、同法第三十四条の改正規定（「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。）及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定（「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。）、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定（「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。）並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法（昭和二十四年法律第百五十七号）第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定（「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。） 平成十年四月一日  （罰則に関する経過措置） 第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。     附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日  （新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例） 第百二十二条  第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局（以下「都道府県労働局」という。）であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。  （職業安定関係地方事務官に関する経過措置） －６５－ 



第百二十三条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。  （地方労働基準審議会等に関する経過措置） 第百二十四条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。  （国等の事務） 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。  （処分、申請等に関する経過措置） 第百六十条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。  ２  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。  （不服申立てに関する経過措置） 第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる－６６－ 



行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。  ２  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。  （手数料に関する経過措置） 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。  （罰則に関する経過措置） 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  （その他の経過措置の政令への委任） 第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。  ２  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。  （検討） 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。  第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。     附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇四号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。     附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。     附 則 （平成一三年七月一一日法律第一一二号） 抄  （施行期日） －６７－ 



第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。     附 則 （平成一三年一一月一六日法律第一一八号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、公布の日から施行する。     附 則 （平成一四年五月三一日法律第五四号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。  （経過措置） 第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。  第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。  第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。     附 則 （平成一四年七月三一日法律第九八号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一  第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日  （罰則に関する経過措置） 第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  （その他の経過措置の政令への委任） 第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。     附 則 （平成一八年六月二一日法律第八二号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十二号）中社会保険労務士法（昭－６８－ 



和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。  （紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置） 第二条  この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「新法」という。）第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。  （時効の中断に関する経過措置） 第三条  この法律の施行の際現に委員会に係属している第一条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十四条第一項の調停に関し当該調停の目的となっている請求についての新法第二十四条の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。  （罰則に関する経過措置） 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  （検討） 第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。     附 則 （平成二〇年五月二日法律第二六号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。  （罰則に関する経過措置） 第六条  この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  （政令への委任） 第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  （検討） 第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  
 

 

 －６９－ 



配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律   発令  ：平成13年4月13日法律第31号  最終改正：平成19年7月11日法律第113号  改正内容：平成19年7月11日法律第113号［平成20年1月11日］  ○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 〔平成十三年四月十三日法律第三十一号〕 〔総理・法務・厚生労働大臣署名〕 〔沿革〕 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律をここに公布する。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 目次 前文 第一章 総則（第一条・第二条） 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 附則 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 第一章 総則 （定義） 第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身－７０－ 



体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 ２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 ３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 （国及び地方公共団体の責務） 第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 （基本方針） 第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 ２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 ３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 （都道府県基本計画等） 第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 ２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 －７１－ 



３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 ４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 ５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 第二章 配偶者暴力相談支援センター等 （配偶者暴力相談支援センター） 第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 ２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 ３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 ４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。 ５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 （婦人相談員による相談等） －７２－ 



第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 （婦人保護施設における保護） 第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 第三章 被害者の保護 （配偶者からの暴力の発見者による通報等） 第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 ２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 ３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 ４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 （配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 （警察官による被害の防止） 第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 （警察本部長等の援助） 第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 －７３－ 



（福祉事務所による自立支援） 第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 （被害者の保護のための関係機関の連携協力） 第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 （苦情の適切かつ迅速な処理） 第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 第四章 保護命令 （保護命令） 第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住－７４－ 



居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 ２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 一 面会を要求すること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 八 その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 ３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 ４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情がある－７５－ 



ことから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 ５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 （管轄裁判所） 第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 ２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 一 申立人の住所又は居所の所在地 二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 （保護命令の申立て） 第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 －７６－ 



ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 ２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 （迅速な裁判） 第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 （保護命令事件の審理の方法） 第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 ２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 ３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 （保護命令の申立てについての決定等） 第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 ２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 ３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 ４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 －７７－ 



５ 保護命令は、執行力を有しない。 （即時抗告） 第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 ２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 ３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 ４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 ５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 ６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 ７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 ８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 （保護命令の取消し） 第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 ２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合について準用する。 ３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 （第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することの－７８－ 



できない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 ２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 （事件の記録の閲覧等） 第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 （法務事務官による宣誓認証） 第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 （民事訴訟法の準用） 第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 （最高裁判所規則） 第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第五章 雑則 （職務関係者による配慮等） 第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 ２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 －７９－ 



（教育及び啓発） 第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 （調査研究の推進等） 第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 （民間の団体に対する援助） 第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 （都道府県及び市の支弁） 第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 ２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 （国の負担及び補助） 第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 ２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 第六章 罰則 第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の－８０－ 



申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 附 則 （施行期日） 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 （経過措置） 第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 （検討） 第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 （民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 第四条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 （施行期日） 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 （経過措置） 第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 ２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 （検討） 第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 －８１－ 



附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 （施行期日） 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 （経過措置） 第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 （民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 －８２－ 



男女共同参画に関するアンケート結果の概要男女共同参画に関するアンケート結果の概要男女共同参画に関するアンケート結果の概要男女共同参画に関するアンケート結果の概要    

 調査期間 平成 21年 12月 8日～平成 21年 12月 25日 
 調査対象 市内在住 20歳以上 1,000名  有効回収数 330名 有効回答率 33.0％ 
 主な回答結果 
 （１）男性と女性のちがいについて ・子どものしつけについては、「 ～らしくしつけた方が良い」との問いには意見が分かれている。 ・しつけについては、小学校入学前までに始めた方が良いと考える方が全体の 78％であった。 ・男女の地位については、全体的に男性優位との回答が 55％であった。 
 （２）家庭生活について ・日常的な家庭生活の仕事分担については、理想と現実の乖離が見られた。 
 （３）女性が職業を持つことについて ・子育て時期は育児に専念し、子育てが一段落したら再び働きたいとの考えが多い。 
 （４）地域活動について ・日頃地域で活動をしていない方が多く、その理由として、きっかけがない方が多く見られる。 
 （５）高齢になってからの生活について ・ねたきりや病気になった時が心配である。 ・一人になったときは、老人ホーム等、介護施設で暮らすのが望ましいと考える方が多い。 
 （６）女性問題全般について ・暴力を受けたことがある・ふるったことがあるなど、身近に見聞きしたことがあると答えた方を含めると回答数（330名）の約 28％であった。 ・暴力を受けたことがある方で、どこ（誰）にも相談しなかった方は、約 40％であった。 

－８３－ 



問1　　あなたの性別は問1　　あなたの性別は問1　　あなたの性別は問1　　あなたの性別は 問2　　あなたの年齢は問2　　あなたの年齢は問2　　あなたの年齢は問2　　あなたの年齢は

問3　　あなたの職業は問3　　あなたの職業は問3　　あなたの職業は問3　　あなたの職業は
女
56%

男
43%

無回答
1% 20歳代

14%

30歳代
14%

40歳代
19%

50歳代
23%

60歳以上
29%

無回答
1%

57

9

20

23

47

98

家事従事者学生自営従事者自営業ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ常勤

問4　　あなたの就業地は問4　　あなたの就業地は問4　　あなたの就業地は問4　　あなたの就業地は

女
56%

男
43%

無回答
1% 20歳代

14%

30歳代
14%

40歳代
19%

50歳代
23%

60歳以上
29%

無回答
1%

4

5

67

57

9

20

23

47

98

0 20 40 60 80 100 120

無回答その他無職家事従事者学生自営従事者自営業ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ常勤

自宅
35%

市内
29%

市外
36%
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問5　　配偶者は（事実婚含む）問5　　配偶者は（事実婚含む）問5　　配偶者は（事実婚含む）問5　　配偶者は（事実婚含む） 問5（付問）　　あなたの配偶者は現在、何らかの問5（付問）　　あなたの配偶者は現在、何らかの問5（付問）　　あなたの配偶者は現在、何らかの問5（付問）　　あなたの配偶者は現在、何らかの仕事をしていますか仕事をしていますか仕事をしていますか仕事をしていますか

問6　　家族構成問6　　家族構成問6　　家族構成問6　　家族構成 問7　　あなたのお住まいの地域は問7　　あなたのお住まいの地域は問7　　あなたのお住まいの地域は問7　　あなたのお住まいの地域は
有
60%

無
30%

離別・死別
8%

無回答
2%

している
67%

していない
33%

三崎地区
42%南下浦地区

初声地区
22%

単身世帯
10%夫婦のみ

25%親子2世代
3世代
13%

その他
3%

問8　　｢男は仕事、女は家庭｣という考え方について問8　　｢男は仕事、女は家庭｣という考え方について問8　　｢男は仕事、女は家庭｣という考え方について問8　　｢男は仕事、女は家庭｣という考え方について

14%

10%

12%

41%

42%

41%

45%

49%

47%

男性女性
全体 もっともだと思う どちらともいえない そうは思わない

有
60%

無
30%

離別・死別
8%

無回答
2%

している
67%

していない
33%

三崎地区
42%南下浦地区

36%

初声地区
22%

単身世帯
10%夫婦のみ

25%親子2世代
49%

3世代
13%

その他
3%
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問9　　子どものしつけについて｢男の子は男らしく、問9　　子どものしつけについて｢男の子は男らしく、問9　　子どものしつけについて｢男の子は男らしく、問9　　子どものしつけについて｢男の子は男らしく、 問9（付問）　　　しつけは、子どもが何歳くらいから問9（付問）　　　しつけは、子どもが何歳くらいから問9（付問）　　　しつけは、子どもが何歳くらいから問9（付問）　　　しつけは、子どもが何歳くらいから女の子は女らしく」しつけた方が良い女の子は女らしく」しつけた方が良い女の子は女らしく」しつけた方が良い女の子は女らしく」しつけた方が良い 始めたらよいか始めたらよいか始めたらよいか始めたらよいか

問10　　男性と女性のちがいについて問10　　男性と女性のちがいについて問10　　男性と女性のちがいについて問10　　男性と女性のちがいについて
54%

39%

46%

28%

46%

38%

18%

15%

17%

男性女性
全体そう思う そうは思わない わからない

18%

20%

18%

19%

32%

26%

38%

28%

33%

16%

13%

14%

7%

6%

6%

3%

1%

2%

男性女性
全体

生まれたとき 1～3歳
4～6歳 小学校低学年小学校高学年 中学生

男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異なるなるなるなるそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えない
一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力があるそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えないあまりそう思わない

54%

39%

46%

28%

46%

38%

18%

15%

17%

男性女性
全体そう思う そうは思わない わからない

18%

20%

18%

19%

32%

26%

38%

28%

33%

16%

13%

14%

7%

6%

6%

3%

1%

2%

男性女性
全体

生まれたとき 1～3歳
4～6歳 小学校低学年小学校高学年 中学生

35%

25%

29%

32%

32%

32%

19%

21%

20%

5%

12%

9%

10%

10%

10%男性女性全体
男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異男性と女性では活躍できる場が異なるなるなるなるそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えないあまりそう思わないそうは思わない

4%

6%

5%

9%

13%

11%

20%

33%

28%

17%

13%

14%

50%

36%

42%男性女性全体
一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力がある一般的に男性の方が能力があるそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えないあまりそう思わないそうは思わない

16%

22%

19%

25%

22%

23%

26%

36%

32%

15%

11%

13%

19%

9%

13%男性全体

男性と女性の違いは生来のもので男性と女性の違いは生来のもので男性と女性の違いは生来のもので男性と女性の違いは生来のものでははははなく、環境でつくられるなく、環境でつくられるなく、環境でつくられるなく、環境でつくられるそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えないあまりそう思わない
24%

30%

27%

24%

28%

26%

25%

26%

25%

15%

10%

12%

12%

7%

9%男性女性全体
性による違いではなく個人差がある性による違いではなく個人差がある性による違いではなく個人差がある性による違いではなく個人差があるだけだけだけだけそう思うどちらかと言えばそう思うどちらとも言えないあまりそう思わないそうは思わない
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問11　現在の男女の地位について問11　現在の男女の地位について問11　現在の男女の地位について問11　現在の男女の地位について

32%

38%

35%

39%

40%

39%

21%

15%

18%

8%

7%

8%

男性女性
全体

家庭で家庭で家庭で家庭で男性優位 平等 女性優位 わからない
58%

56%

57%

32%

28%

29%

2%

5%

3%

9%

12%

10%

男性女性
全体 職場で職場で職場で職場で男性優位 平等 女性優位 わからない

10%

10%

67%

67%

4%

4%

20%

19%女性全体
学校で学校で学校で学校で男性優位 平等 女性優位 わからない

47%

36%

32%

40%

7%

9%

14%

15%女性全体
地域で地域で地域で地域で男性優位 平等 女性優位 わからない

32%

38%

35%

39%

40%

39%

21%

15%

18%

8%

7%

8%

男性女性
全体

家庭で家庭で家庭で家庭で男性優位 平等 女性優位 わからない
58%

56%

57%

32%

28%

29%

2%

5%

3%

9%

12%

10%

男性女性
全体 職場で職場で職場で職場で男性優位 平等 女性優位 わからない

9%

10%

10%

67%

67%

67%

5%

4%

4%

18%

20%

19%

男性女性
全体

学校で学校で学校で学校で男性優位 平等 女性優位 わからない
22%

47%

36%

50%

32%

40%

13%

7%

9%

15%

14%

15%

男性女性
全体

地域で地域で地域で地域で男性優位 平等 女性優位 わからない

57%

64%

61%

25%

24%

24%

8%

3%

5%

10%

9%

9%

男性女性
全体

社会通念、風潮で社会通念、風潮で社会通念、風潮で社会通念、風潮で男性優位 平等 女性優位 わからない
24%

40%

33%

54%

38%

44%

8%

6%

6%

14%

17%

16%

男性女性
全体

法律制度上で法律制度上で法律制度上で法律制度上で男性優位 平等 女性優位 わからない
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問12　日常的な家庭生活の仕事分担について問12　日常的な家庭生活の仕事分担について問12　日常的な家庭生活の仕事分担について問12　日常的な家庭生活の仕事分担について
46%

61%

55%

34%

25%

29%

6%

4%

5%

14%

10%

12%

男性女性
全体

全体的にみて全体的にみて全体的にみて全体的にみて男性優位 平等 女性優位 わからない

4%

3%

31%

37%

62%

57%

4%

3%女性全体
掃除（理想）掃除（理想）掃除（理想）掃除（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

2%

4%

81%

74%

15%

21%

2%

1%女性全体
掃除（現実）掃除（現実）掃除（現実）掃除（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

46%

61%

55%

34%

25%

29%

6%

4%

5%

14%

10%

12%

男性女性
全体

全体的にみて全体的にみて全体的にみて全体的にみて男性優位 平等 女性優位 わからない

2%

4%

3%

45%

31%

37%

51%

62%

57%

2%

4%

3%

男性女性
全体

掃除（理想）掃除（理想）掃除（理想）掃除（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
7%

2%

4%

62%

81%

74%

32%

15%

21%

2%

1%

男性女性
全体

掃除（現実）掃除（現実）掃除（現実）掃除（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

2%

2%

2%

55%

46%

50%

41%

50%

45%

2%

2%

2%

男性女性
全体

洗濯（理想）洗濯（理想）洗濯（理想）洗濯（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
9%

2%

5%

68%

92%

82%

22%

6%

12%

1%

1%

男性女性
全体

洗濯（現実）洗濯（現実）洗濯（現実）洗濯（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
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2%

2%

2%

63%

47%

54%

34%

48%

42%

2%

3%

2%

男性女性
全体

食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
9%

3%

5%

76%

84%

81%

15%

12%

13%

2%

1%

男性女性
全体

食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

6%

5%

26%

31%

65%

61%

4%

3%女性全体
食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

3%

5%

85%

75%

10%

18%

2%

2%女性全体
食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

2%

2%

2%

63%

47%

54%

34%

48%

42%

2%

3%

2%

男性女性
全体

食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）食事のしたく（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
9%

3%

5%

76%

84%

81%

15%

12%

13%

2%

1%

男性女性
全体

食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）食事のしたく（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

5%

6%

5%

36%

26%

31%

58%

65%

61%

2%

4%

3%

男性女性
全体

食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）食事のかたづけ（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
7%

3%

5%

61%

85%

75%

31%

10%

18%

1%

2%

2%

男性女性
全体

食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）食事のかたづけ（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

3%

1%

2%

30%

25%

28%

64%

70%

67%

2%

4%

3%

男性女性
全体

買い物（理想）買い物（理想）買い物（理想）買い物（理想）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他
5%

3%

4%

43%

63%

56%

50%

33%

39%

1%

1%

1%

男性女性
全体

買い物（現実）買い物（現実）買い物（現実）買い物（現実）主に夫 主に妻 夫婦共同 その他

アンケート結果　6



問13　　次のようなことが同居している家族だけで対応しきれなくなった場合に、問13　　次のようなことが同居している家族だけで対応しきれなくなった場合に、問13　　次のようなことが同居している家族だけで対応しきれなくなった場合に、問13　　次のようなことが同居している家族だけで対応しきれなくなった場合に、　他に頼める人がいますか、いる場合の頼めることがらは。（複数回答）他に頼める人がいますか、いる場合の頼めることがらは。（複数回答）他に頼める人がいますか、いる場合の頼めることがらは。（複数回答）他に頼める人がいますか、いる場合の頼めることがらは。（複数回答）
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経済的なこと子どもの世話掃除、洗濯などの家事の手伝い

問14　　家庭で家族だけで自分の親の世話をできると思いますか。問14　　家庭で家族だけで自分の親の世話をできると思いますか。問14　　家庭で家族だけで自分の親の世話をできると思いますか。問14　　家庭で家族だけで自分の親の世話をできると思いますか。
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とてもできるとは思わないあまりできるとは思わない何とかできると思う充分できると思う
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問15　　女性にとって職業との関わり合い方で最も望ましいのはどのようなものだと思いますか。問15　　女性にとって職業との関わり合い方で最も望ましいのはどのようなものだと思いますか。問15　　女性にとって職業との関わり合い方で最も望ましいのはどのようなものだと思いますか。問15　　女性にとって職業との関わり合い方で最も望ましいのはどのようなものだと思いますか。１．結婚して子どもが生まれても職業を持ち続ける２．結婚するまでは職業を持つが、その後は持たない３．結婚してから子どもが生まれるまでは職業を持つが、その後は持たない４．子育ての時期は一時仕事をやめて家庭に入り、子どもの手が離れてから　再び職業を持つ５．はじめは職業を持たずに、結婚してから、または子育てが終わってから　職業を持つ６．職業は一生持たず、主婦業に専念する７．結婚はせず、一生職業を持ち続ける８．その他
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問16　　女性が長く働き続けることを困難にしたり、障害になると考えられるものは問16　　女性が長く働き続けることを困難にしたり、障害になると考えられるものは問16　　女性が長く働き続けることを困難にしたり、障害になると考えられるものは問16　　女性が長く働き続けることを困難にしたり、障害になると考えられるものは　　　　どんなことですか。（複数回答）どんなことですか。（複数回答）どんなことですか。（複数回答）どんなことですか。（複数回答）1．出産、育児 8．職場での結婚退職、出産退職の慣行や雰囲気2．家族等の介護 9．保育所の保育時間と就労時間が合わない3．子どもの教育 10．昇進、教育訓練等の男女差4．家事 11．女性はすぐやめる、労働能力が劣るという考え方5．夫、妻の転勤 12．その他6．家族の無理解や反対 13．わからない7．自分の健康
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問17　　共に勤めのある夫婦が育児休業や介護休業を取るとしたら、どうするのがよいか。問17　　共に勤めのある夫婦が育児休業や介護休業を取るとしたら、どうするのがよいか。問17　　共に勤めのある夫婦が育児休業や介護休業を取るとしたら、どうするのがよいか。問17　　共に勤めのある夫婦が育児休業や介護休業を取るとしたら、どうするのがよいか。1．夫が取るほうがよい 4．どちらかと言えば妻が取るほうがよい2．どちらかと言えば夫がとる方がよい 5．妻が取るほうがよい3．夫も妻も同程度に取るほうがよい 6．その他（育児休業） （介護休業）

問17（付問）　　夫婦共にお勤めの方で、職場では、育児休業、介護休業を実際に取得　できそうですか。問17（付問）　　夫婦共にお勤めの方で、職場では、育児休業、介護休業を実際に取得　できそうですか。問17（付問）　　夫婦共にお勤めの方で、職場では、育児休業、介護休業を実際に取得　できそうですか。問17（付問）　　夫婦共にお勤めの方で、職場では、育児休業、介護休業を実際に取得　できそうですか。または、取得できましたか。または、取得できましたか。または、取得できましたか。または、取得できましたか。
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1．夫婦が取得できる/できた 5．妻が取得できる/できた2．どちらかと言えば夫が取得できる 6．どちらも取得できない/できなかった3．夫も妻も同程度に取得できる/できた 7．その他4．どちらかと言えば妻が取得できる（育児休業） （介護休業）
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問18　　日頃地域でどのような活動をしていますか。（複数回答）問18　　日頃地域でどのような活動をしていますか。（複数回答）問18　　日頃地域でどのような活動をしていますか。（複数回答）問18　　日頃地域でどのような活動をしていますか。（複数回答）1．スポーツ活動 7．自治会活動2．学習・趣味・親睦などのサークル活動 8．消費者活動3．ボランティア活動 9．環境美化活動4．PTA・子ども会等の活動 10．その他5．老人クラブ活動 11．していない6．婦人会・母親クラブ等の活動

問18（付問）　　日頃地域で活動していない理由について（複数回答）問18（付問）　　日頃地域で活動していない理由について（複数回答）問18（付問）　　日頃地域で活動していない理由について（複数回答）問18（付問）　　日頃地域で活動していない理由について（複数回答）1．家事・育児・子どもの教育が忙しくて余裕がない2．仕事が忙しくて余裕がない3．子どもを預けるところがない4．家族等の介護がある
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4．家族等の介護がある5．家族の理解・協力がない（少ない）6．健康に自信がない（病気がち、高齢など）7．活動に経費がかかる8．活動内容やメンバーの問題9．活動時間（時間帯）の問題10．活動場所の問題11．きっかけがない12．適した活動がみつからないから13．関心がないから14．自分には向かないと思うから15．その他
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問19　　今後何か地域で活動をしたいと思うものがありますか。（複数回答）問19　　今後何か地域で活動をしたいと思うものがありますか。（複数回答）問19　　今後何か地域で活動をしたいと思うものがありますか。（複数回答）問19　　今後何か地域で活動をしたいと思うものがありますか。（複数回答）1．スポーツ活動 6．婦人会・母親クラブ等の活動2．学習・趣味・親睦などのサークル活動 7．自治会活動3．ボランティア活動 8．消費者運動4．PTA・子ども会等の活動 9．環境美化活動5．老人クラブ活動 10．その他

問20　　高齢になってからの生活で不安に思うこと（今、感じていること）はどのようなことですか。問20　　高齢になってからの生活で不安に思うこと（今、感じていること）はどのようなことですか。問20　　高齢になってからの生活で不安に思うこと（今、感じていること）はどのようなことですか。問20　　高齢になってからの生活で不安に思うこと（今、感じていること）はどのようなことですか。　（一人3つまで回答）　（一人3つまで回答）　（一人3つまで回答）　（一人3つまで回答）1．病気になった時のこと2．生活費のこと3．配偶者に先立たれること
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3．配偶者に先立たれること4．寝たきりになること5．適当な仕事がないこと6．自分に合う老人ホーム等の介護施設がないこと7．住宅がないこと8．適当な趣味がないこと9．面倒を見てくれる身寄りがないこと10．話し相手がいないこと11．その他12．わからない13．不安はない
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問21　　高齢になって一人になったとき、どのように暮らすのが望ましいと思いますか。問21　　高齢になって一人になったとき、どのように暮らすのが望ましいと思いますか。問21　　高齢になって一人になったとき、どのように暮らすのが望ましいと思いますか。問21　　高齢になって一人になったとき、どのように暮らすのが望ましいと思いますか。1．元気なうちは別居、体が弱くなったら子ども等と同居する2．子ども等と同居する3．一人で暮らす4．老人ホーム等の介護施設で暮らす5．その他6．考えたことがない

問22　　あなたが働いている、又は働いていた理由はどのようなものですか。（一人3つまで）問22　　あなたが働いている、又は働いていた理由はどのようなものですか。（一人3つまで）問22　　あなたが働いている、又は働いていた理由はどのようなものですか。（一人3つまで）問22　　あなたが働いている、又は働いていた理由はどのようなものですか。（一人3つまで）1．生計を維持するため 6．視野を広めたり、友人を得るため
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1．生計を維持するため 6．視野を広めたり、友人を得るため2．家計の足しにするため 7．仕事をすることが好きだから3．将来に備えて貯蓄するため 8．時間的に余裕があるから4．自分で自由に使えるお金を得るため 9．家業であるから5．自分の能力・技能・資格を生かすため 10．その他
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問23　　現在、仕事をしていない方で、今後、問23　　現在、仕事をしていない方で、今後、問23　　現在、仕事をしていない方で、今後、問23　　現在、仕事をしていない方で、今後、 問23（付問1）　問23で「１．したい」と答えた方で、問23（付問1）　問23で「１．したい」と答えた方で、問23（付問1）　問23で「１．したい」と答えた方で、問23（付問1）　問23で「１．したい」と答えた方で、　就職あるいは　就職あるいは　就職あるいは　就職あるいは仕事をしたいと思っていますか。仕事をしたいと思っていますか。仕事をしたいと思っていますか。仕事をしたいと思っていますか。 　就職　就職　就職　就職や就業に向けて、技術や資格を身につけたいや就業に向けて、技術や資格を身につけたいや就業に向けて、技術や資格を身につけたいや就業に向けて、技術や資格を身につけたい　と思い　と思い　と思い　と思いますか。ますか。ますか。ますか。1．したい 1．現在習得中あるいはすでに習得している2．したいができない 2．これから身につけるつもり3．したくない 3．身につけたいができない4．特に考えていない

問23（付問2）　問23で「2．したいができない」と答えた方で、就職あるいは仕事をしたいが問23（付問2）　問23で「2．したいができない」と答えた方で、就職あるいは仕事をしたいが問23（付問2）　問23で「2．したいができない」と答えた方で、就職あるいは仕事をしたいが問23（付問2）　問23で「2．したいができない」と答えた方で、就職あるいは仕事をしたいが　できない理由はどのようなものですか。（複数回答）できない理由はどのようなものですか。（複数回答）できない理由はどのようなものですか。（複数回答）できない理由はどのようなものですか。（複数回答）1．高齢である2．体力に自信がない
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2．体力に自信がない3．育児・介護に専念せざるを得ない4．就職先を探しているが見つからない5．自分の能力を生かせる仕事がない6．家族が働くことを望まない7．その他
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問24　　ドメステッィクバイオレンス（夫婦、恋人問24　　ドメステッィクバイオレンス（夫婦、恋人問24　　ドメステッィクバイオレンス（夫婦、恋人問24　　ドメステッィクバイオレンス（夫婦、恋人 問24（付問１）問24で「１．暴力を受けたことがある」問24（付問１）問24で「１．暴力を受けたことがある」問24（付問１）問24で「１．暴力を受けたことがある」問24（付問１）問24で「１．暴力を受けたことがある」　　　　同士などの同士などの同士などの同士などの親しい間で、身体的・心理的な暴力親しい間で、身体的・心理的な暴力親しい間で、身体的・心理的な暴力親しい間で、身体的・心理的な暴力 　と回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、　　　　を受けること）を受けること）を受けること）を受けること）を経験したり、身近で見聞きしたりを経験したり、身近で見聞きしたりを経験したり、身近で見聞きしたりを経験したり、身近で見聞きしたり 　相談したりしたことがありますか。相談したりしたことがありますか。相談したりしたことがありますか。相談したりしたことがありますか。　　　　したことがありますか。したことがありますか。したことがありますか。したことがありますか。1．暴力を受けたことがある 1．相談機関や警察等に相談した2．暴力をふるったことがある 2．家族や友人に相談した3．身近に暴力を受けた当事者がいる 3．職場や学校に相談した4．身近な人から相談を受けたことがある 4．どこ（誰）にも相談しなかった5．暴力がテレビや新聞などで問題になっていることは知っている5．その他6．暴力について見聞きしたことはない7．その他

問24（付問2）　付問1で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」との回答で、その理由はどのようなことですか。問24（付問2）　付問1で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」との回答で、その理由はどのようなことですか。問24（付問2）　付問1で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」との回答で、その理由はどのようなことですか。問24（付問2）　付問1で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」との回答で、その理由はどのようなことですか。1．自分が我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから
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1．自分が我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから2．相談しても無駄だと思ったから3．自分にも悪いところがあると思ったから4．相談するほどのことではないと思ったから5．他人を巻き込みたくなかったから6．恥ずかしくて誰にも言えなかったから7．世間体が悪いから8．そのことについて思い出したくなかったから9．相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受けたりすると　思ったから10．どこ（誰）に相談してよいのか分からなかったから11．相談すると、担当者の言動で自分が不快な思いをすると思ったから12．その他
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問24（付問3）　問24で「3．身近に暴力を受けた当事者がいる」「4．身近な人から相談を受けたこと問24（付問3）　問24で「3．身近に暴力を受けた当事者がいる」「4．身近な人から相談を受けたこと問24（付問3）　問24で「3．身近に暴力を受けた当事者がいる」「4．身近な人から相談を受けたこと問24（付問3）　問24で「3．身近に暴力を受けた当事者がいる」「4．身近な人から相談を受けたこと　がある」と回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したことがありますか。がある」と回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したことがありますか。がある」と回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したことがありますか。がある」と回答した方で、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したことがありますか。1．相談機関や警察等に相談した 4．どこ（誰）にも相談しなかった2．家族や友人に相談した 5．その他3．職場や学校で相談した

問24（付問4）　　問24（付問3）で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」のはなぜですか。問24（付問4）　　問24（付問3）で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」のはなぜですか。問24（付問4）　　問24（付問3）で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」のはなぜですか。問24（付問4）　　問24（付問3）で「4．どこ（誰）にも相談しなかった」のはなぜですか。1．本人（当事者）が我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから2．相談して無駄だと思ったから3．本人（当事者）にも悪いところがあると思ったから
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3．本人（当事者）にも悪いところがあると思ったから4．相談するほどのことではないと思ったから5．他人を巻き込みたくなかったから6．相談したことが分かると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受けたりすると　思ったから7．どこ（誰）に相談してよいのか分からなかったから8．相談すると担当者の言動で自分若しくは当事者が不快な思いをすると思ったから9．その他
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問25　　近年女性の地位向上のために様々な取り組みがなされていますが、次のことについて問25　　近年女性の地位向上のために様々な取り組みがなされていますが、次のことについて問25　　近年女性の地位向上のために様々な取り組みがなされていますが、次のことについて問25　　近年女性の地位向上のために様々な取り組みがなされていますが、次のことについて　どの程度知っていますか。どの程度知っていますか。どの程度知っていますか。どの程度知っていますか。1．内容まで知っている2．名前は知っている3．知らない○男女共同参画社会基本法 ○男女雇用機会均等法

○女子差別撤廃条約 ○ジェンダー

1

4%

2

41%
3

55%

1

29%

2

55%

3

16%

1

9%

1

10%

2

○ポジティブアクション ○ワーク・ライフ・バランス
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○みうら男女共同参画プラン

問26　　今後、女性も男性も、ともに活躍できる社会の実現に向けて、どのようなことが問26　　今後、女性も男性も、ともに活躍できる社会の実現に向けて、どのようなことが問26　　今後、女性も男性も、ともに活躍できる社会の実現に向けて、どのようなことが問26　　今後、女性も男性も、ともに活躍できる社会の実現に向けて、どのようなことが　重要だと思いますか。（一人2つまで）重要だと思いますか。（一人2つまで）重要だと思いますか。（一人2つまで）重要だと思いますか。（一人2つまで）1．女性を取り巻くしきたりや差別・偏見をあらためること2．女性のための行政施策を充実させること3．男性の理解と協力を得ること4．女性が積極的に社会参加すること5．女性が議会や審議会、協議会など政策決定の場に参加すること6．女性が経済力をもつこと7．女性自身が意識改革すること8．その他9．わからない
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